
十和田市中心市街地再生計画 

 

都道府県名 青森県 

作成主体名 十和田市 

区域の範囲 十和田市の全域 

 

 

地域再生計画の概要 

中心市街地活性化法に基づく、具体的な計画の作成が、市と一体となり、十和田

TMO によって現在進められている。また、平成 17 年３月 28 日付で、「十和田市中心

市街地にぎわい特区」として構造改革特別区域計画の認定を受けている中心市街地

活性化事業と連携し、観光客に誇れる美しい自然環境を維持し、豊かな水と緑を守

るため、公共下水道による市街地東部の整備（管路布設延長の変更）や浄化槽設置

補助事業による汚水処理施設を整備することで、中心市街地を核とした十和田市の

活性化をめざす。 

適用される支援措置 

・汚水処理施設整備交付金 

 

奥入瀬川 

 

日本の道百選で選ばれた「官庁街通り」と 

「十和田市現代美術館」 

 

 


